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十了
日

司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
併
任
す
る

併
任
の
期
間
は
昭
和
五
○
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
臨
時
委
員
に
併
任
す
る

併
任
の
期
間
は
昭
和
五
○
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
併
任
す
る

併
任
の
期
間
は
昭
和
四
九
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
併
任
す
る

併
任
の
期
間
は
昭
和
四
九
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
臨
時
委
員
に
併
任
す
る

法
務
大
臣
官
房
人
事
課
付
に
充
て
る

法
務
省
刑
事
局
付
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
）
の
併
任
を
解
除
す
る

法
務
省
刑
事
局
付
に
充
て
る

出
張
期
間
は
昭
和
四
六
年
一
○
月
四
日
か
ら
同
月
八
日
ま
で
と
す
る

沖
縄
へ
出
張
を
命
ず
る

法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
）
に
併
任
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
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察
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免
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併
任
の
期
間
は
平
成
六
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
臨
時
委
員
に
併
任
す
る

矯
正
保
護
審
議
会
委
員
に
併
任
す
る

併
任
の
期
間
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平
成
五
年
一
○
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一
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ま
で
と
す
る
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護
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議
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に
併
任
す
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習
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員
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法
制
審
議
会
刑
事
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部
会
委
員
に
併
任
す
る

併
任
の
期
間
は
平
成
五
年
ご
一
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
臨
時
委
員
に
併
任
す
る

最
高
検
察
庁
総
務
部
長
を
免
ず
る
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察
庁
刑
事
部
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を
命
ず
る

出
張
期
間
は
平
成
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年
七
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一
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